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Ⅶ
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令
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仮
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〇
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よ
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よ
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四
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一
九
四

一
年

三
月

三

一
日
)
(
三

一
六
)

四
太

洋
艦
隊
機
密
文
書
第

二
C
L
四

一
号

(根
拠
地
お
よ
び
行
動
海
域
に
お
け
る
艦
隊

の
安
全
、

一
九
四

一
年

一
〇
月

一
四
日

平
)
(
三
二

一
)

五

〔
海
軍
根
拠
地
防
衛
部
隊
〕
機
密
作
戦
計

画
第

一
号

の
四

一

(艦
隊

の
安
全
の
た
め
真
珠
湾
の
統
合

保
護
、

一
九
四

一
年
二
月
二
七
日
)
(
三
二
七
)

六

〔
ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
部
隊
〕
野
戦
命
令

(
オ
ア

マ
島

の
防
衛
)
(
三
三

一
)

七

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
部
隊
次
席
副
官
よ
り
陸
軍
省
高
級
副
官

へ
の
書
簡

(
真
珠
湾

の
防
空
に

つ
い
て
、

一
九
四

一

年

四
月

一
四
日
)

(
三
三
四
)

六

飛
行
機
警
報
施
設
に
関
す
る
現
地
指
揮
官
間
の
文
書

三
三
五

一
第

一
四
海
軍

区
司
令
官
よ
り
太
平
艦
隊
司
令
長
官

へ

(
一
九
四

一
年
六
月

一
九

日
)
(
三
三
五
)

二

ハ
ワ
イ
方
面
陸

軍
部
隊
司
令
官

よ
り
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官

へ

(
一
九
四

一
年
八
月
五
日
)

(
三
三

五
)

三

太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
よ

り

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
部
隊
司
令
官

へ

(
一
九
四

一
年

八
月

一
六
日
)

(
三
三
六
)

七

ハ
ワ
イ
陸
軍
作
戦
要
務

草
案

(
一
九
四

一
年

七
月

一
四
日
)

三
三
七

八

「
二
四
時
間
以
内
に
日
米
戦
が
起

こ
っ
た
場
合

の
処
理
」

に
つ
い
て
の
太
平
洋
艦
隊

司
令
長
官

の

「覚
書
」

三
四
八

一

一
九
四

一
年

一
一
月
三
〇
日

の

「覚
書
」
(
三
四
八
)

二

一
九
四

一
年

一

二月
五
日
の

「
覚
書
」
(
三
四
九
)

九

第

二
哨
戒
機
部
隊
指
揮
官
ベ
リ
ン
ジ

ャ
ー
提
督

の

「覚
書
」

三
五
〇

一
キ
メ
ル
提
督
あ
て

(
一
九
四

一
年

一
二
月

一
九
日
)
(
三
五
〇
)

二

真
珠
湾
攻
撃

調
査
委
員
会
首
席
委
員
あ
て

(
一

九
四
二
年

一
月

一
日
)
(
三
五
二
)

一
〇

ハ
ワ
イ
空
襲
防
衛
に
関
す
る
陸
軍
と
海
軍
の
責
任

三
六
〇



三

査
問
委
員
会
議
事
録

一

ロ
バ
ー
ツ
委
員
会

三
六
七

一
キ
メ
ル
提
督

の
証
言

(
一
九

四

一
年

一
二
月
七
日
、
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官

が
発
出

し
た
諸
命
令
に

つ
い
て
、
一
九
四

二
年

一
月
七
日
)
(
三
六
七
)

二

カ

ミ
ン
ス
キ
ー
海
軍
予
備
少
佐

の
証
言

(
真
珠
湾
攻
撃
時
、
第

一
四
海
軍
区
当
直
将

校
と
し
て
実
施
し
た
措
置
に

つ
い
て
、

一
九
四
二
年

一
月
八
日
)
(
三
六
九
)

二

ハ
ー
ト
査
問
会
議

三
七
六

一
ベ
リ

ン
ジ

ャ
ー
提
督

(開
戦
時

、
第
二
哨

戒
機
部
隊
指
揮
官

の
証
言
、
真
珠
湾

に
対
す
る
航
空
攻
撃
前
に
日
本
潜
水
艦

の
発
見

に
つ
い
て
、

一
九
四
四
年

三
月

一
五
日
)

(
三
七
六
)

二

マ
ー

フ
ィ
海
軍
大
佐

(
開
戦
時
、
太
平
洋
艦
隊
次
席

作
戦
参
謀

の
証
言
、

日
本
軍

の
企
図
判
断
と
、
真
珠
湾
攻
撃
時
、
当
直
参
謀

と
し
て
の
措
置

に
つ
い
て
、

一
九
四
四
年

三

月
二
三
日
)
(
三
七
七
)

三

レ
ー
ト

ン
海
軍
大
佐

(開
戦
時
、
太
平
洋
艦
隊
情
報

参
謀

の
証
言
、
日
本
海
軍

の
情
勢
見

積
り
に

つ
い
て
、

一
九

四
四
年

三
月
三

一
日
)
(
三
八
〇
)

四

タ
ー
ナ
ー
提
督

(開
戦
時
、
海
軍
作
戦
部
戦
争
計
画
部

長

の
証
言
、
米
海
軍

の
戦

争
計
画

な
ど
に

つ
い
て
、

一
九
四
四
年

四
月
三
日
)
(
三
八
三
)

五

ニ
ュ
ー

ト

ン
提

督

(
開

戦
時
、
太
平
洋
艦
隊
索
敵
部
隊
巡
洋
艦
群
指
揮
官

の
証
言
、

一
九
四

一
年
三
月
、
米
海
軍
部
隊

の
豪
州

方
面

行
動

に

つ
い

て
、

一
九

四
四
年
四

月

一
三
日
)
(
三
八
五
)

三

陸
軍
査
問
委
員
会

三八
七

一
　一
九

四

一
年

一

二月

一
日
、
東

郷
外
相

よ
り
野
村
大
使
宛
電
報

第
八
六
五
号

(
米
大
統
領

の
急
遽

ワ
シ
ン
ト
ン
帰
還
理

由
の
調
査
な
ど
に

つ
い
て
)
(
三
八
七
)

二
　
一
九

四

一
年

一

二月

二
日
、
野
村
大
使
よ
り
東
郷
外
相

宛

電

報
第

一
二

三

二
号

(
ウ

ェ
ル
ズ
国
務
次
官

と
会
談

に
つ
い
て
)
(
三
八
七
)

三
　
一
九
四

一
年

一
二
月
二
日
、
東

郷

外

相

よ
り

野
村

大

使
宛
電
報
第
八
六
七
号

(
暗
号
機
械
な
ど
の
処
分
に

つ
い
て
)

(
三
八
八
)

四
　
一
九

四

一
年

一
二

月

二
日
、
東
郷
外

相
よ
り
喜
多

〔
ホ
ノ

ル
ル
〕
総
領
事
宛
電
報
第

一

二
三
号

(真
珠
湾
在
泊
艦
船
と
防
備
状
況

の
毎

日
報

告

に

つ

い

て
)



(
三
八
九
)

四

海
軍
査
問
委
員
会

三
九
〇

一
マ
ー
シ

ャ
ル
将
軍

(開
戦
時
、
陸
軍
参
謀
総
長

の
証
言
、
対
日
情
勢
判
断

な
ど
に
つ
い
て
、

一
九
四
四
年
九
月
二
日
)

(
三
九
〇
)

二

キ
メ
ル
提
督

の
証
言

(
真
珠
湾
に
お
け
る
航

空
魚
雷

の
防
禦
に

つ
い
て
、

一
九
四
四
年

八
月

一
五
日
)

(
三
九

三
)

三

マ
ッ
ク
モ
ー
リ

ス
提
督

(開
戦
時
、
太
平
洋
艦
隊
戦

争
計
画
部
参
謀
の
証
言
、
対
日
情
勢
判
断
な
ど
に

つ
い
て
、

一
九
四
四
年
九
月
九
日
)

(
三
九

五
)

四

カ
ル
ホ
ー

ン
提
督

(開
戦
時
、
太
平
洋
艦

隊
根

拠

地

部
隊

指

揮

官

の
証
言
、
艦
隊

の
戦
時
編
成
と
戦

争
準
備
に

つ
い
て
、

一
九
四
四
年
九
月

一
一
日
)

(
三
九
六
)

五

ク
ラ
ン
ゼ

ン
調
査
機
関

三
九
八

一
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
陸
軍
元
帥

(開
戦
時
、
米
陸
軍
極
東
部
隊
司
令
官

の
口
供
書
、
日
本
外
交
電
報

の
解
読
に

つ
い
て
、

一

九
四
五
年

五
月
七
日
)

(
三
九
八
)

二

ウ

ィ
ロ
ビ
ー
陸
軍
少
将

(
開
戦
時
、
米
陸
軍
極
東
部
隊
参
謀
副
長

の

口
供
書
、

日
本
外
交
電
報

の
解
読

に
つ
い
て
、

一
九
四
五
年
五
月
八
日
)
(
三
九

八
)

三

一
九
四

一
年

一

二月
五
日
、
駐
独

日
本

大
使

よ
り
東
郷
外
相
宛
電
報
第

一
四

一
六
号

(
日
独
伊
共
同
行
動
協
定

(案
)
に

つ
い
て
)

(三
九
九
)

六

ヒ

ュ
ー

ウ

ィ

ッ
ト

調
査

機

関

四
〇
一

一
レ
ー
ト

ン
海
軍
大
佐

(開
戦
時
、
太
平
洋
艦
隊
情
報
参
謀
の
証
言
、
日
本
艦
隊
の
所
在
に

つ
い
て
、

一
九
四
五
年
五
月

二
九

日
)
(
四
〇

一
)

二

ウ

ィ
ル
キ

ン
ソ
ン
提
督

(開
戦
時
、
米
海
軍
情
報
部
長

の
証
言
、
米
海
軍
情
報
部

の
作
業
要

領

に
つ
い
て
、

一
九
四
五
年

六
月

五
日
)
(
四
〇

二
)

三

ア
ン
ダ

ー

コ
フ
ラ
ー
海
軍
予
備
大
尉

(
開
戦
時
、
第

一
四
海

軍
区
通
信
部
当
直
士
官

の
証
言
、
日
本
軍

の
航
空
攻
撃
前
、
真
珠
湾

口
沖

の
潜
水
艦
発
見
報
告
に

つ
い
て
、

一
九
四
五
年

六
月
二
〇
日
)
(
四
〇
四
)

四

キ
メ
ル
提
督
よ
り
海
軍
長
官
宛
、

一
九

四

一
年

一

二月
二

一
日
付
け

「
一
九
四

一
年

一

二
月
七
日

の
行
動
報
告
」
(
日
本
軍

の
空
襲
中

の
出
来

ご
と
に

つ
い
て
)

(四
〇
六
)

五

ヒ

ュ
ー
ウ

ィ
ッ
ト
調
査
機
関
提

出
書
類
第
七
五

(
一
九
四

一
年

一

二月
七
日

の
第

一
四
海
軍
区
海
軍

根
拠
地
防
衛
部
隊
、
第

一
四
海
軍
区
防
禦
網
水
道
防

衛
隊
、
「
コ
ン
ド
ル
」
お
よ
び

「
ワ
ー
ド
」

の
戦
時
日
誌
摘
要
)

(
四
〇
七
)

六

第

一
四
海
軍
区
防
禦
網
水
道
防
衛
隊
指

揮
官

よ
り
第

一
四
海
軍

区
司
令
官
宛

一
九
四
二
年
二
月

一
四
日
付
け
文
書

(防
禦
網
水
道
防
衛

指
揮
官

の
戦
時

日
誌
に

つ

い
て
)

(
四
〇
九
)

七

第

八
〇
駆
逐
隊
司
令
よ
り
近
海
哨
戒
指
揮
官
宛

一
九
四

一
年

一
二
月

一
三
日
付

け

文
書

(「
ワ
ー



ド
」

の
日
本
潜
水
艦
撃

沈
に

つ
い
て
)
(
四

一
五
)

八

ヒ

ュ
ー
ウ

ィ
ッ
ト
調
査
機
関
提
出
書
類
第

七
六

(
一
九
四

一
年

一

二
月
七
日
の
真
珠
湾
戦
闘
報
告
に

つ
い
て
)
(
四
一
六
)

七

結

論

四
一八

一
陸
軍
査
問
委
員
会

の
報
告

第

二
章
背
景

(
四

一
八
)

第
三
章
真
珠
湾

の
状
況

(
一
九

四
一
年

一
〇

月

一
日
か
ら

一

二
月
七
日
ま
で
の
危
機

の
Ａ
、

「重
要

な
諸

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
(
四
二
〇
)
Ｃ
、
「
一
一
月
二
七
日
付
け
通
達
第
四
七
二
号
」

の

起
案

(
四
二
二
)
Ｆ
、

一
九
四

一
年

一
二
月
七
日
の
通
達

(
四
二
三
)

第
四
章

ワ
シ

ン
ト
ン
の
責
任

(
一
、
全
般
、
二
、

戦
争
会
議
、
三
、
国
務
長
官
、
四
、
陸
軍
省
、
五
、
陸
海
軍

の
通
達
の
不

一
致
)
(
四
二
五
)

二

陸
軍
査
問
委
員
会

の
極

秘
報
告

(
三
、
"
ウ

ィ
ン
ド

・
メ

ッ
セ
ー
ジ
"

五
、
要
約
)
(
四
二
九
)

三

海
軍
査
問
委
員
会
報

告

(
一
、
事
実

の
認
定

二
、
委

員
会

の
事
実
認
定

の
補
遺
三
、
海
軍
査
問
委
員
会
報
告

の
第

二
裏
書
き
―

一
九
四
四
年

二
二
月
六
日
、
米
国
艦
隊

司
令

長
官
兼
海
軍
作
戦
部
長

よ
り
海
軍
長
官
宛
文
書
10
、
海
軍
長
官

の

一
九
四
四
月
一
三

日

の
訓
令

に
よ

っ
て
設
け

ら
れ

た
、

一
九
四

一
年

一
二
月
七
日
の
日
本
軍

の
真

珠
湾
攻
撃
調
査
す
る
海
軍
査
問
委
員
会

に

つ
い
て
)

(
四
三
二
)




